
令和４年度 

水戸市優良観光土産品審査会 
 

日時：令和５年２月 17日（金） 

午前 10時から 

                                                                           場所：水戸市役所４階 中会議室４ 

 

 

次   第 

 

        １ 開    会 

        ２ あ い さ つ 

        ３ 議    事 

        

         （１）登録審査 

            ①新規登録              ２社   ２品 審査番号   １～２ 

 

②再登録 （ア  内容に変更無し）   ３社    ３品 審査番号   ３～５ 

                 （イ  内容に変更有り）  １１社  １４品 審査番号   ６～１９ 

           

（２）登録変更審査            １１社  ３２品 審査番号   ２０～５１ 

 

（３）事後検査               ５社   ５品  

 

（４）そ の 他 

 

        ４ 閉    会 

 



（１）登録審査　
①新規登録      ２社２品

量目 税抜価格

1 (一社)七面会
鉄砂黒
てっさぐろ

コーヒーカップ

セット

コーヒーカップ　175g
W75mm×H72mm

菱形受皿　105g
W144～155mm×D94mm

3,182円

2 (株)青野商店 ひめまる
120g

提灯　H17cm×W11.5cm
スタンド　H33cm×W10.5cm

2,000円

規　　格

品質保証日数

審
査
番
号

申請者名 商品名

1



②再登録（ア  内容に変更無し）      ３社 ３品

量目 税抜価格

3 だるま食品(株) ころころ納豆 220g 600円
春     夏     秋     冬

180日  180日  180日  180日

4 茨城工芸産業(株) 黄門人形 H12cm×W5.7cm×D3.8cm 950円

5 (株)鈴木茂兵衛商店 ぶらり提灯
150g

H29㎝×W10.5㎝
3,000円

審
査
番
号

申請者名 品質保証日数商品名

規　　格

2



②再登録（イ  内容に変更有り）    １１社 １４品

量目
税抜
価格

品質保証日数 量目
税抜
価格

品質保証日数

6 亀印製菓(株) 吉原殿中
  7本入り112g
10本入り160g
14本入り224g

  600円
926円

1,280円

春     夏
30日   30日 

秋     冬
30日   30日

  7本入り147g
10本入り210g
14本入り294g

  750円
1,150円
1,600円

春     夏
30日   30日 

秋     冬
30日   30日

量目，価格
の変更

7 だるま食品(株) そぼろ納豆 ２個入り80g/個 600円

春     夏
14日   14日 

秋     冬
14日   14日

２個入り80g/個 600円

春     夏
15日   15日 

秋     冬
15日   15日

品質保証
日数の変更

8 (有)川﨑製麺所 水戸藩らーめん
３食入り525g
４食入り700g

715円
954円

春     夏
60日   60日 

秋     冬
60日   60日

３食入り516g
４食入り688g

750円
1,000円

春     夏
60日   60日 

秋     冬
60日   60日

量目，価格
の変更

9 (株)牧ノ原 水戸茶 1袋100g 1,052円

春     夏
180日  180日 

秋     冬
180日  180日

1袋100g 1,112円

春     夏
180日  180日 

秋     冬
180日  180日

価格の変更

10 (一社)七面会 農人形
55g

H38mm×W55mm
1,591円

55g
H42mm×W58mm

1,591円 量目の変更

11 (株)青野商店 ひめにしき

160g
提灯

H15.6cm×W14.7cm
スタンド

H35cm×W9.9cm

3,000円

160g
提灯

H20cm×W14.7cm
スタンド

H35cm×W9.9cm

3,200円
量目，価格

の変更

審
査
番
号

変更内容申請者名 商品名

申請前 申請後
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②再登録（イ  内容に変更有り）    １１社 １４品

量目
税抜
価格

品質保証日数 量目
税抜
価格

品質保証日数

審
査
番
号

変更内容申請者名 商品名

申請前 申請後

12 (株)蔭山利兵衛商店 魁ぶらりちょうちん

105g
H41cm×W12cm

（手元スイッチラ
イト付き）

3,500円

105g
H41cm×W12cm

（手元スイッチラ
イト付き）

4,300円 価格の変更

13 (株)ドロップ
ドロップファームの
美容トマト®

145g 538円

春     夏
５日   ５日 
秋     冬
７日   ７日

145g 538円

春     夏
７日   ７日 
秋     冬
７日   ７日

品質保証
日数の変更

14 (株)ドロップ
ドロップファームの
美容トマト®ジュース

180ml
720ml

538円
2,130円

春     夏
365日  365日 
秋     冬

365日  365日

180ml
720ml

538円
2,130円

春     夏
180日  180日
秋     冬

180日  180日

品質保証
日数の変更

15 Domaine MITO(株) 水戸ワイン
500ml
750ml

2,000円
3,000円

500ml
750ml

2,500円
3,500円

価格の変更

16
(株)サザコーヒー
ホールディングス

サザカップオン
徳川将軍珈琲

12g×5個 834円

春     夏
425日  425日 
秋     冬

425日  425日

12g×5個 834円

春     夏
1,095日 1,095日 

秋     冬
1,095日 1,095日

品質保証
日数の変更

17
(株)サザコーヒー
ホールディングス

サザカップオン
プリンス徳川カフェ

12g×5個 834円

春     夏
425日  425日 
秋     冬

425日  425日

12g×5個 926円

春     夏
1,095日 1,095日 

秋     冬
1,095日 1,095日

価格，品質
保証日数の

変更
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②再登録（イ  内容に変更有り）    １１社 １４品

量目
税抜
価格

品質保証日数 量目
税抜
価格

品質保証日数

審
査
番
号

変更内容申請者名 商品名

申請前 申請後

18
(株)サザコーヒー
ホールディングス

サザカップオン
渋沢栄一仏蘭西珈琲物語

12g×5個 926円

春     夏
425日  425日 
秋     冬

425日  425日

12g×5個 926円

春     夏
1,095日 1,095日 

秋     冬
1,095日 1,095日

品質保証
日数の変更

19 (株)ひろせ
みとちゃん人形焼
箱詰合せ

８個入り320ｇ 1,060円

春     夏
30日   30日 
秋     冬
30日   30日

８個入り320ｇ 1,180円

春     夏
30日   30日 
秋     冬
30日   30日

価格の変更
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（２）登録変更審査　

規格に変更のあった商品　　１１社３２品

量目 税抜価格 量目 税抜価格

20 阿さ川製菓（株） 水戸の梅
  ８個入り200g

12個入り300g
1,000円
1,500円

  ８個入り200g
12個入り300g

1,100円
1,650円

21 阿さ川製菓（株） 吉原殿中   ７本入り154g 600円   ７本入り154g 800円

22 阿さ川製菓（株） のし梅
８枚入り120g
12枚入り180g

700円
1,000円

８枚入り120g
12枚入り180g

840円
1,200円

23 阿さ川製菓（株） 水戸の梅・新梅詰合せ
    ８個入り200g

12個入り300g
950円

1,450円
    ８個入り200g

12個入り300g
1,100円
1,650円

24 亀印製菓（株） 梅羊かん １本入り230g 500円 １本入り230g 600円

25 亀印製菓（株） のし梅
８枚入り112g
12枚入り168g

700円
1,000円

８枚入り112g
12枚入り168g

850円
1,200円

26 亀印製菓（株） 水戸の梅
６個入り150g
９個入り225g
20個入り500g

720円
1,000円
2,200円

６個入り150g
９個入り225g
20個入り500g

850円
1,200円
2,800円

27 （株）笹沼五郎商店 天狗そぼろ納豆 300g 602円 300g 649円

審
査
番
号

申請者名 商品名

変更前 変更後
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量目 税抜価格 量目 税抜価格

審
査
番
号

申請者名 商品名

変更前 変更後

28 （株）笹沼五郎商店 天狗ほし納豆 240g 602円 240g 649円

29 （株）笹沼五郎商店 天狗納豆
３本束210g
５本束350g

704円
899円

３本束210g
５本束350g

750円
1,000円

30 だるま食品（株）
だるま納豆(茨城県産大豆
使用)

３本束210ｇ
たれ・からし付

700円
３本束210ｇ

たれ・からし付
750円

31 だるま食品（株） だるま納豆 ５本束350g 900円 ５本束350g 1,000円

32 天狗納豆（株） 天狗のわら納豆

３本束210ｇ
からし付

たれ・からし付
5本束350g

630円
700円
900円

３本束210ｇ
からし付

たれ・からし付
5本束350g

730円
750円

1,000円

33 水戸納豆製造（株）
水戸納豆
（茨城県産大豆使用）

２本束140g 600円 ２本束140g 646円

34 水戸納豆製造（株） 水戸納豆 ３本束210g 700円 ３本束210g 750円

35 水戸納豆製造（株） 水戸そぼろ納豆 ２個240g 700円 ２個240g 728円

36 水戸納豆製造（株） 水戸納豆（鈴丸大豆使用） ２本束140g 700円 ２本束140g 738円

7



量目 税抜価格 量目 税抜価格

審
査
番
号

申請者名 商品名

変更前 変更後

37 水戸納豆製造（株） 四代目からし 80g 314円 80g 324円

38 水戸納豆製造（株） 雪あかり 50g 257円 50g 266円

39 （有）モトヤ 吉原殿中

７本入り147g
８本入り168g
９本入り189g
18本入り378g
24本入り504g
36本入り756g

48本入り1,008g

600円
680円
750円

1,400円
1,850円
2,800円
3,700円

７本入り147g
８本入り168g

-
16本入り336g
24本入り504g
36本入り756g

48本入り1,008g

700円
700円

-
1,333円
2,000円
3,000円
4,000円

40 𠮷田屋 吉原殿中

10本入り250g
14本入り350g

14本箱入り350g
28本箱入り700g

750円
1,050円
1,150円
2,300円

10本入り250g
14本入り350g

14本箱入り350g
28本箱入り700g

850円
1,190円
1,290円
2,580円

41
（一財）
水戸市農業公社

フロマージュ・フレ

プレーン／ブルーベ
リー／オレンジ／スト

ロベリー
１個80g

213円

プレーン／ブルーベ
リー／オレンジ／スト

ロベリー
１個80g

231円

42
（一財）
水戸市農業公社

レアチーズタルト

プレーン１個　60g

リンゴ／イチゴ
／ウメ／ブルーベリー

１個60g

213円

259円

プレーン１個　60g

リンゴ／イチゴ
／ウメ／ブルーベリー

１個60g

231円

278円

43
（一財）
水戸市農業公社

カマンベールチーズ １個100g 741円 １個100g 833円
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量目 税抜価格 量目 税抜価格

審
査
番
号

申請者名 商品名

変更前 変更後

44
（一財）
水戸市農業公社

ゴーダチーズ
（ブロック・クラッシュ）

ブロック１個100g
クラッシュ１個90g

583円
537円

ブロック１個100g
クラッシュ１個90g

630円
583円

45
（一財）
水戸市農業公社

サントモールチーズ
（ブロック・スライス）

ブロック１個100g
スライス１個60g

1,111円
694円

ブロック１個100g
スライス１個60g

1,204円
741円

46
（一財）
水戸市農業公社

カチョカヴァロチーズ 200g 1,065円 200g 1,185円

47
（一財）
水戸市農業公社

ストリングチーズ 100g 509円 70g 509円

48 五條製菓（有） 水戸梅小町 １個30ｇ 139円 １個30ｇ 149円

49 新妻製菓
水戸乃梅ふくゆい
みともち

１個40ｇ 143円 １個40ｇ 158円

50 新妻製菓
水戸乃梅ふくゆい
ぱい

１枚40ｇ 200円 １枚40ｇ 204円

51 新妻製菓
水戸乃梅ふくゆい
かりんとうまんじゅう

１個40ｇ 143円 １個40ｇ 158円

9



（３）事後検査　　 ５社５品

表示場所 商品名 原材料名 内容量
消費期限又
は賞味期限

保存方法
事業者名称
及び住所

1 亀印製菓(株) 水戸の梅 エクセルみなみ店 ６個入 150g 850円 ○ ＋24g ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 (株)笹沼五郎商店 天狗そぼろ納豆 エクセルみなみ店 １個 300g 649円 ○ ＋１g ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 だるま食品(株)
だるま納豆
(茨城県産大豆使用) おみやげやプラム水戸 ３本束 210g 750円 ○ ＋54g ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 水戸納豆製造(株) 四代目からし エクセルみなみ店 １個 80g 324円 ○ ±０g ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 新妻製菓
水戸乃梅ふくゆい
かりんとうまんじゅ
う

新妻製菓 １個 40g 158円 ○ ±０g ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

税抜
価格

個数
商品名NO

登 録 内 容 検    査    内     容

個数 重量 重量
税抜
価格

必要表示事項業者名 購入店
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令和５年２月17日時点

(順不同，敬称略)

氏　　名 役　　　職

会長 林
はやし

　太
た

一
いち

水戸観光土産品協会会長

委員 島田
しまだ

　弘子
ひろこ

水戸商工会議所女性会会長

委員 坂場
さかば

　夏美
なつみ

水戸女性フォーラム書記

委員 芹澤
せりざわ

　弘
ひろ

之
ゆき

水戸市大型店協議会会長

委員 渡辺
わたなべ

　政明
まさあき

水戸市議会産業消防委員会委員

委員 荻沼
おぎぬま

　康弘
やすひろ

水戸市ドライブイン協会事務局長

委員 原
はら

　一栄
かずえ

(株)JR東日本クロスステーション水戸支店長

委員 川﨑
かわさき

　一馬
かずま

水戸商工会議所青年部理事

委員 林
はやし

　由香里
ゆかり

水戸市地域女性団体連絡会会長

委員 長澤
ながさわ

　征次
せいじ

水戸大使の会会長

委員 前田
まえだ

　亨
とおる

水戸市保健所技監兼保健衛生課課長

委員 鈴木
すずき

　𠮷昭
よしあき

（一社）水戸観光コンベンション協会専務理事

委員 中村
なかむら

　清子
きよこ

消費者（公募委員）

(任期)  ～令和６年２月20日まで

≪ 事 務 局 ≫

氏　　名 役　　　職

長谷川
はせがわ

　昌人
まさと

水戸市 産業経済部 部長

小
こ

林
ばやし

　一
かず

仁
ひと

水戸市 産業経済部 観光課 課長

川俣
かわまた

　和
かず

彦
ひこ

水戸市 産業経済部 観光課 副参事

大関
おおぜき

　利
とし

明
あき

水戸市 産業経済部 観光課 課長補佐兼事業係長

篠原
しのはら

　純一郎
じゅんいちろう

水戸市 産業経済部 観光課 企画物産係長

島
しま

田
だ

　美
み

月
づき

水戸市 産業経済部 観光課 主事

水戸市優良観光土産品審査会委員名簿



●

●

●

令和４年度水戸市優良観光土産品審査会　席次

長澤征次

中
村
清
子

●

●

●

●

前
田
亨

林太一

島
田
弘
子

●

●

傍
聴
席

●

事　務　局

委
員

会長

渡
辺
政
明

●

委
員

鈴
木
𠮷
昭委

員
委
員

●

委
員

委員

委員

原一栄

見　本　品

●副会長

出入口

受
　
付

●

委員

● 林由香里

委員

川﨑一馬

荻
沼
康
弘

委
員



○水戸市優良観光土産品審査会条例  

昭和 62 年 3 月 30 日  

水戸市条例第 29 号  

改正  平成４年９月 22 日条例第 28 号  

(設置 ) 

第１条  優良観光土産品 (以下「優良土産品」という。 )を登録して推奨するた

め，水戸市優良観光土産品審査会 (以下「審査会」という。 )を置く。  

 

(所掌事項 ) 

第２条  審査会は，市長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項を審査する。  

(1) 優良土産品の登録に関すること。  

(2) 優良土産品の登録内容の変更に関すること。  

(3) 優良土産品の登録の取消しに関すること。  

(4) その他必要と認める事項に関すること。  

 

(組織 ) 

第３条  審査会は，関係機関，団体の役職員及び学識経験者のうちから，市長が

委嘱する 13 人の委員をもって組織する。  

 

(任期 ) 

第４条  委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱された委員の任期

は，前任者の残任期間とする。  

 

(会長及び副会長 ) 

第５条  審査会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。  

２  会長は，審査会の会務を総理する。  

３  副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたとき

は，その職務を代理する。  

 

(会議 ) 

第６条  審査会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。  

２  審査会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。  

３  審査会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところ

による。 

 

(庶務 ) 

第７条  審査会の庶務は，産業経済部において行う。  

 

(補則 ) 

第８条  この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。  

付  則  

(施行期日 ) 

１  この条例は，昭和 62 年４月１日から施行する。  

(手数料条例の一部改正 ) 

２  手数料条例 (昭和 22 年水戸市条例第 11 号 )の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  

付  則 (平成４年９月 22 日条例第 28 号 ) 

この条例は，平成４年 10 月１日から施行する。  

資 料 ① 
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○水戸市優良観光土産品推奨規則 

昭和62年３月30日 

水戸市規則第８号 

改正 平成４年10月１日規則第105号 

平成７年３月30日規則第16号 

平成12年３月29日規則第16号 

平成18年５月30日規則第57号 

平成31年３月29日規則第16号 

令和３年11月30日規則第90号 

注 平成７年３月から改正経過を注記した。 

（目的） 

第１条 この規則は，観光土産品（以下「土産品」という。）の品質向上及び普及を図り，もって商

工業の振興と観光事業の発展に寄与することを目的とする。 

（登録） 

第２条 市長は，土産品として優良であると認めるものを水戸市優良観光土産品（以下「優良土産

品」という。）として登録し，推奨するものとする。 

（推奨条件） 

第３条 優良土産品は，次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。 

(1) 本市において生産され，又は販売されていること。 

(2) 一般に販売されていること。 

(3) 品質が優良であり，かつ，土産品として推奨する価値のあること。 

(4) 名称，図案，意匠及び材料が本市にちなんだ要素を有していること。 

(5) 土産品として適当な価格であること。 

(6) 食品衛生法（昭和22年法律第233号），不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134

号），観光土産品の表示に関する公正競争規約（昭和41年公正取引委員会告示第６号）その他関

係法令に定める基準に適合していること。 

（令３規則90・一部改正） 

（登録申請） 

第４条 優良土産品の登録を受けようとするものは，水戸市優良観光土産品登録申請書（様式第１

号）に見本を添えて市長に提出しなければならない。この場合において，食品衛生法に基づく営業

の許可を要する営業に係る食品等の土産品にあっては，当該土産品製造所の所管保健所の発行する

食品営業許可証の写しを添付しなければならない。 

（令３規則90・一部改正） 

（推奨品の決定） 

資 料

② 
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第５条 市長は，前条の規定による申請があったときは，水戸市優良観光土産品審査会条例（昭和62

年水戸市条例第29号）に規定する水戸市優良観光土産品審査会（以下「審査会」という。）の意見

を聴いて，登録の可否を決定するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により登録することを決定したときは，水戸市優良観光土産品登録決定通知

書（様式第２号）により申請をした者に通知するとともに，水戸市優良観光土産品登録証（様式第

３号）を交付する。 

（平31規則16・一部改正） 

（登録変更） 

第６条 優良土産品の登録を受けたもの（以下「登録業者」という。）は，優良土産品の名称，意

匠，個数，重量，小売価格等を変更しようとするときは，水戸市優良観光土産品登録変更申請書

（様式第４号）に見本を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，審査会の意見を聴いて登録の変更の可否を決定

し，水戸市優良観光土産品登録変更決定通知書（様式第５号）により登録業者に通知するものとす

る。 

（平31規則16・一部改正） 

（有効期間） 

第７条 優良土産品の登録の有効期間は，当該登録の日から翌々年の２月末日までとする。ただし，

市長は，特別の理由があると認めるときは，これを短縮し，又は延長することができる。 

（平18規則57・全改） 

（推奨マークの使用） 

第８条 登録業者は，優良土産品に推奨マーク（様式第６号）を表示して販売することができる。 

２ 推奨マークを包装紙，容器，宣伝物又はこれらに類するものに表示して販売しようとするとき

は，推奨マーク表示承認申請書（様式第７号）に見本を添えて市長に提出し，承認を受けなければ

ならない。ただし，市長が指定する証紙により推奨マークを表示する場合にあっては，この限りで

ない。 

３ 市長は，前項の規定による申請があったときは，推奨マーク表示承認書（様式第８号）により登

録業者に通知するものとする。 

（平31規則16・一部改正） 

（登録手数料） 

第９条 市長は，水戸市手数料条例（平成４年水戸市条例第36号）の定めるところにより，優良土産

品の登録又は登録の変更を行う登録業者から手数料を徴収するものとする。 

２ 前項に規定する手数料の納入は，水戸市財務規則（平成７年水戸市規則第16号）に定める納入通

知書により行うものとする。 

（平７規則16・平12規則16・一部改正） 



3/14 

（苦情の処理） 

第10条 登録業者は，優良土産品について苦情があったときは，誠意をもって，その処理に当たり，

必要に応じて弁済等の措置を講ずるものとする。 

（登録の取消し） 

第11条 市長は，登録業者又は優良土産品が第３条，第６条，第８条又は次条の規定に適合せず，又

は違反したと認めるときは，審査会の意見を聴いて登録を取り消すことができる。 

２ 登録を取り消された業者は，推奨登録証及び推奨マークを使用できないものとする。 

（届出） 

第12条 登録業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，30日以内に市長に届け出なければなら

ない。 

(1) 住所若しくは氏名（法人その他の団体にあっては所在地若しくは名称）又は商号若しくは屋号

に変更があったとき。 

(2) 優良土産品の製造を中止し，又は停止したとき。 

（平12規則16・平31規則16・一部改正） 

（報告） 

第13条 市長は，登録業者に対し，必要に応じて優良土産品についての報告を求めることができる。 

（事後検査） 

第14条 市長は，優良土産品が登録又は登録変更時の条件を保持しているかどうか随時検査すること

ができる。 

（台帳の備付け） 

第15条 市長は，水戸市優良観光土産品登録台帳（様式第９号）を備え付けるものとする。 

（補則） 

第16条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は，昭和62年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行前において，改正前の水戸市優良観光土産品推奨規則（昭和50年水戸市規則第７

号）の規定により行われた手続その他の行為は，この規則の相当規定により行われた手続その他の

行為とみなす。 

付 則（平成４年10月１日規則第105号） 

この規則は，平成４年10月１日から施行する。 

付 則（平成７年３月30日規則第16号）抄 

（施行期日） 
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１ この規則は，平成７年４月１日から施行する。 

付 則（平成12年３月29日規則第16号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に作成した各様式の用紙は，同日以後においても，当分の間，所要の補正

を行い，使用することができる。 

付 則（平成18年５月30日規則第57号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成18年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の水戸市優良観光土産品推奨規則第５条の規定に

より水戸市優良観光土産品の登録を受けている観光土産品の登録の有効期間は，この規則による改

正後の水戸市優良観光土産品推奨規則第７条の規定にかかわらず，平成16年８月中及び平成17年３

月中に登録を受けたものにあっては平成19年２月28日まで，平成17年８月中及び平成18年３月中に

登録を受けたものにあっては平成20年２月29日までとする。 

付 則（平成31年３月29日規則第16号） 

この規則は，平成31年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年11月30日規則第90号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

（平31規則16・全改，令３規則90・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

（平31規則16・一部改正） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

（平31規則16・全改，令３規則90・一部改正） 

様式第５号（第６条関係） 

（平31規則16・全改） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

（平12規則16・平31規則16・令３規則90・一部改正） 

様式第８号（第８条関係） 

（平31規則16・一部改正） 

様式第９号（第15条関係） 

（平31規則16・全改） 

 
















































